
質問と回答は以下のとおりです。 2024年9月19日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 11 （2）(i)、(ii) 今年8月の政変により、社会経済状況に関する回答に対して非常に慎重
になっていることが想定されます。（i）ベースライン調査のサンプルを追
跡した結果、回答を拒否される可能性がありますが、その場合、回答拒否
として1サンプルとするか、（ii)ベースライン調査家計の住所に新たに居
住している家計 に余分に計上するべきでしょうか。

回答拒否となった場合は、それをデータに記録しつつ、Replacementのサ
ンプルを追加する必要があります。左記で(ii)としていただいた通り、新たな
サンプルをReplacementとして追加するとお考えください。

2 11 （2）（ⅰ） 「コンサルタントはこれらの情報に基づき各家計と連絡を取り、追跡調査
を実施する」とありますが、この場合、実査に入る前に、前回訪問サンプ
ルすべてに電話で所在地確認をする必要があると思慮されますが、この
作業はToRに含まれておりますか。

必ずしも電話での確認を必須とする意図は有りませんが、訪問調査をなるべ
く効率的にし、ベースライン時サンプルの追跡率を向上できる調査方法をご
検討いただければ幸いです。第4条（２）に関する提案として考慮します。
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